
 

 

小規模事業者持続化補助金 

「災害支援枠（令和６年能登半島地震）」【公募要領（暫定版）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

令和６年８月 
４県商工会連合会・全国商工会連合会 

 
 

 

 

 

（募集期間）※申請手続の詳細は、P.2以降をよくご確認ください。 

 

  公募開始    ：令和６年 ８月１９日（月） 

５次申請受付開始：現在調整中のため追って公表します。 

５次受付締切  ：現在調整中のため追って公表します。 

 

（申請書類一式の郵送による提出先・お問い合わせ先）※詳しくは巻末一覧をご覧ください。 

 石川県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金地方事務局 

 富山県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金地方事務局 

 福井県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金地方事務局 

 新潟県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金地方事務局 

 

 

◇問い合わせの対応時間は、9:00～12:00 13:00～17:00（土日祝日、年末年始除く）となります。 

（本公募要領及び以下の特設ホームページ掲載情報（随時更新します）をご覧いただき、その上でご不

明な点があれば、お問い合わせください。） 

 
 

◇申請書類一式（別紙 様式集参照）は、郵送によりご提出ください。（持参は不可） 

  ※送付時は封筒の表に「災害支援枠（令和６年能登半島地震）応募書類在中」とお書きください。 

 

   

◇本公募要領及び申請様式等は、全国商工会連合会ホームページの以下のリンク先よりダウンロードで

きます。 

 

 

（URL）全国商工会連合会：https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/noto/ 
 

 

第７版：令和６年８月１９日 

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/noto/


  

（ご注意・ご連絡） 

 

◇以下のいずれかに該当する小規模事業者等が対象です。（他の要件等については、P.2以降をご確認

ください。また、本公募要領と併せて、別紙「参考資料」、「応募時提出資料・様式集」、

「よくある質問」を必ず確認の上、応募してください。） 

 

 

 

 

 

 

◇小規模事業者持続化補助金（災害支援枠）は、給付金ではありませんので、審査があり、不採択

になる場合があります。補助事業遂行の際には、自己負担が必要となり、後払いとなります。 

 

◇商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については、別途、商工会議所地区小規

模事業者持続化補助金事務局（運営：日本経営データ・センター）が作成・公表する公募要領を

ご覧のうえ、商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務局に申請してください（全国商工会

連合会への申請はできません。） 

 

 ◇本事業の申請に際しては、地域の商工会の確認が必要となります。補助金地方事務局への提出の前

に、地域の商工会に「経営計画書・様式２」の写しを提出の上、「支援機関確認書・様式３(以下

「様式３」)」の作成・交付を依頼してください（申請における必須書類）。 

地域の商工会における「様式３」の発行に当たっては、１週間以上、日数を要するため、余裕をもっ

て地域の商工会に作成・交付を依頼してください。 

 

◇申請に際し、必須提出書類等（特に郵送提出時のCD-R等の電子媒体）の送付漏れがないよう十分 

ご注意ください。 

  

◇政府（中小企業庁）によれば、一部の認定経営革新等支援機関や補助金申請のコンサルティングを行

う事業者が、補助金への応募を代行すると称し、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用

を中小企業・小規模事業者等に請求する事例が行政当局に報告されているとのことです。 

小規模事業者持続化補助金（災害支援枠）は、被災小規模事業者自ら災害からの事業の再建に向

けた計画を作成し、計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。外

部のアドバイスを受けること自体は問題有りませんが、申請者自ら検討を行ったものではなく明らか

に他者の申請内容をそのまま転記している場合など、採択の対象になり得ない場合がありますので、

ご留意ください。 

なお、成功報酬等と称される費用、申請書作成セミナーと称される費用や補助金申請等にかかる経

費に関しては補助対象外です。 

 

 

石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和６年能登半島地震により被害を

受けた小規模事業者等 
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Ⅰ．本事業の目的と補助対象者 
 

１．本事業の目的  
令和６年能登半島地震による災害（令和６年能登半島地震による災害についての特定非常災害

及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（令和６年政令第五号）により指定された特

定非常災害をいう。（以下「令和６年能登半島地震」という。））による被災区域４県（石川

県、富山県、福井県、新潟県）においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流

出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。  

  こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業

を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた

計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補

助するものです。  

２．補助対象者  
本補助金の補助対象者は、（１）から（８）に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する

小規模事業者（日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人）等であることとしま

す。 

（１）上記「被災区域」に所在する、令和６年能登半島地震の被害を受けた事業者であること 

被害の証明については、それを証する公的証明の添付（コピーでも可）を必要とします。 

  

①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合 

・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類（例：「罹災（被

災）証明書」など） 

※在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。 

②令和６年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合 

・・・地方自治体が独自に発行した証明書 

※間接被害とは令和６年１月から１０月（※現在調整中）の任意の１か月の売上高が

前年同期、又は令和２年１月２８日以前の同期と比較して２０％以上減少しているこ

とを指します。 

 

 

※「令和６年能登半島地震による被災区域４県に所在する小規模事業者」について 

「所在する」とは、補助を受けて取り組もうとする事業再建を行う事業所（店舗・工場・

事務所等）が、被災区域内にあることを意味します。 

例えば、登記簿上の本店所在地は該当地域外にあるが実際の所在地は地域内にある場合

や、本社は該当地域外にあるが支社等は地域内にあって事業再建を地域内の支社等で行おう

とする場合には、「所在する事業者」となりますが、登記簿上の本店所在地は地域内にある

が地域内に事業所を有さない場合は「所在する事業者」にはなりません。  

ただし、やむを得ない理由により、現地での復旧が困難な場合は被災区域外での補助事業

も支援の対象となります。 

     

（２）小規模事業者であること 

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員

数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く） 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

製造業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下 
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参考１：「商業・サービス業」「製造業その他」の考え方 

被災にともない、事業内容が大きく変化していることも予想されるため、現に行って

いる事業の業態、再建後に予定している業態によって、業種を判定します。 

例えば、一般的な食堂（在庫性・代替性のない価値を提供する業）が、店舗の客席

部分が損壊し、現在は、損壊を免れた厨房で弁当を製造してスーパー等で販売（在庫

性のある商品を製造する業）となっている場合は、「製造業その他」となります。 

区分 考え方 

商業・サービス業 

（宿泊業・娯楽業除く） 

「他者から仕入れた商品を販売する（＝他者が生産したモノに

付加価値をつけることなく、そのまま販売する）事業」、「在

庫性・代替性のない価値（＝個人の技能をその場で提供する等

の流通性がない価値）を提供する事業」のことを言います。 

自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商

業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類されます。 

製造業その他 

 

「自者で流通性のあるモノ（ソフトウェアのような無形の商品

や無形の価値を含む）を生産する事業、他者が生産したモノに

加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業（在

庫性のある商品を製造する事業）」のことを言います。 

なお、「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造

業」の定義に当てはめることが難しい事業（建設業、運送業

等）や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難し

い場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準

を用います。 

また、「宿泊業・娯楽業」は、「宿泊を提供する事業（また、その場所で飲食・催

事等のサービスを併せて提供する事業も含まれる。）＜ 日本標準産業分類：中分類７

５（宿泊業）＞」「映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこ

れに附帯するサービスを提供する事業＜同：中分類８０（娯楽業）＞」のことを言い

ます。 

 

参考２：常時使用する従業員の範囲 

本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。 

(a).会社役員（従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。） 

(b).個人事業主本人および同居の親族従業員 

(c).（申請時点で）育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員 

※法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者 

(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等 

(d-1).日々雇い入れられる者、２か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節

的業務に４か月以内の期間を定めて雇用される者（ただし、所定の期間を超え

て引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。） 

(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時

間に比べて短い者 

※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と

判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待

遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断する

ことになります。 

例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働
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き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より

所定労働時間が短い従業員（１日または１週間の労働時間および１か月の所定労働日

数が、通常の従業員の４分の３以下である）はパートタイム労働者とします。「(d-2)

パートタイム労働者」に該当するのは、「１日の労働時間および１か月の所定労働日

数が４分の３以下」もしくは、「１週間の労働時間および１か月の所定労働日数が４

分の３以下」の場合に限ります。 

 

補助対象者の範囲 

補助対象となりうる者 補助対象にならない者 

○会社および会社に準ずる営利法人 

（株式会社、合名会社、合資会社、合

同会社、特例有限会社、企業組合・協

業組合、士業法人（弁護士・税理士

等）） 

○個人事業主（商工業者であること） 

○一定の要件を満たした特定非営利活動

法人（※１） 

○医師、歯科医師、助産師 

○系統出荷による収入のみである個人農業者

（個人の林業・水産業者についても同様） 

○協同組合等の組合（企業組合・協業組合を

除く） 

○一般社団法人、公益社団法人 

○一般財団法人、公益財団法人 

○医療法人 

○宗教法人 

○学校法人 

○農事組合法人 

○社会福祉法人 

○令和6年能登半島地震の発生時点において

事業を行っていない創業予定者（例えば、

既に税務署に開業届を提出していても、開

業届上の開業日が申請日よりも後の場合は

対象外）（※２） 

○任意団体  等 

※１：特定非営利活動法人は、以下（ア）（イ）の要件を満たす場合に限り、補助対象となり

得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適

用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準（２０人以下）を用いま

す。 

(ア) 法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条に規定される３４事業）を行っている

こと。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない

場合は補助対象外です。 

(イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。 

 

※２：既に税務署に開業届を提出していても、令和６年能登半島地震の発生時点までに事業を

開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決

定の取消し等を行う場合があります。 

 

（３）本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること 

  ①「計画」は、商工会の確認を受けていること。 

②計画書の作成に当たっては商工会と相談し、助言・支援を得ながら進めることができます。

※商工会の会員、非会員を問わず応募可能です。  

 

（４）資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接(※)に１００％の株式を保有されて

いないこと(法人のみ) 

※「間接に100％の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者（A社）の資本
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金は5億円以上ではないものの、A社の株式を直接に保有する者（B社）の資本金が5億円以

上の場合で、以下のような事例が該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）確定している（申告済みの）直近過去３年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の

年平均額が15億円を超えていないこと 

※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めるこ

とがあります。 

 

（６）商工会の管轄地域内で事業を営んでいること 

※商工会議所地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会議所で

も行っておりますので、そちらに応募ください。 

※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。 

 

（７）次の①～④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠（令和６年能登半島地震）」の

補助金交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること 

① 法人等（個人又は法人をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）であるとき、又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役

員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

② 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき

関係を有しているとき 

 
※本事業への申請に際して、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠（令和６年能登半島地

震）」の補助金交付を受ける者として不適当な者」に該当しないことを申請書の提出時に誓

約いただくことを必須とします。 

※補助対象事業についてP.10も併せてご確認ください。 

 

（８）過去、下記３つの事業において、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続

化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を本補助金の申請までに受領され

た者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。 

ただし、現在補助事業を申請中・実施中、もしくは補助事業は終了しているものの、様式

第14の提出期限が到来していない場合はこの限りではない。 

※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。 

①「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」 
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②「小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞」 

③「小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞」 

※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、

必要に応じて、該当回の実績報告書（様式第8）の写しの提出を求めることがあります。 

※災害支援枠で申請する事業内容・対象経費に、上記①②③と重複が見られる場合には、補助金

額が減額される可能性がありますのでご注意ください。 
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Ⅱ．本事業の対象経費と申請手続き 
 

１．重要説明事項（申請に当たっての注意点） 

本補助金に係る重要説明事項は以下のとおりです。必ずご確認、ご理解いただいた上での申

請をお願いいたします。 

１．本補助金事業の趣旨をご理解いただき、ご申請ください。 

本補助金事業は、被災小規模事業者が被災からの事業の再建に向けた計画を自ら作成し、計画に基づいて行う事

業再建に向けた取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、事業者自らが

検討しているような記載が見られない場合や、自ら検討していなかったことが発覚した場合、本補助金の趣旨に添

わない提案と捉えられ、評価に関わらず不採択となります。 

２．本補助金事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)に

基づき実施されます。 

補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、５年以下の懲役若

しくは１００万円以下の罰金に処せられることがあります。 

また、申請書類の作成・提出に際しては、申請書類において、以下を宣誓いただきます。①虚偽の申請による不

正受給、②補助金の目的外利用、③「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な

行為に加担していないこと及び今後も加担しないこと。本補助金の申請内容に虚偽がある場合や宣誓に違反した場

合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金

の返還を求めます。 

３．「補助金交付決定通知書」の受領後でないと、補助対象となる経費支出等はできません。

【注：今回の小規模事業者持続化補助金「災害支援枠（令和６年能登半島地震）」では特

例措置あり】 

審査の結果、採択が決定されると、全国商工会連合会から採択者に対し、「採択通知書」が送付され、その後、補

助金の交付（支払い）対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。補助金の

対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」受領後から可能となるのが原則ルールです。 

ただし、今回の公募においては、特例として令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の

前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。 

また、支出行為は、銀行振込方式が大原則です（小切手・手形・相殺による支払いは不可）。補助金執行の適正性

確保のため、旅費や現金決済のみの取引を除き、１取引１０万円超（税抜き）の現金支払いは不可です。（ただし、

公募開始日までの現金支払い等については、別途、補助金地方事務局までご相談ください。） 

４．補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です。 

補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、補助事業を実施する中で、補助事業の内容又は

経費の配分の変更を希望する場合（軽微な変更を除く）には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、予め（発

注・契約前に）所定の「変更承認申請書」(交付規程様式第４)を提出し、その承認を受けなければなりません(内

容によっては、変更が認められない場合もあります)。原則として、経営計画書に記載のない新しい費目の追加は

できませんのでご注意ください。 

なお、「車両購入費」や「設備処分費」は、予め申請時に所定の様式内に内容を記載し、「個別の支出経費の明細等」に計

上していることが前提条件ですので、いずれも、変更承認手続により事後に補助対象経費に加えることはできませ

ん。 

５．補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がない と、補助金は受

け取れません。 

補助金交付決定後、補助事業を開始していただきます。補助事業の終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告す

る実績報告書(交付規程様式第８)および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金地方事務局
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に提出しなければなりません。なお、追加で補助金地方事務局から提出を求められた書類については、定められた

期日までに提出する必要があります。 

もし、定められた期日までに、実績報告書等の提出が補助金地方事務局で確認できなかった場合には、補助金交付決

定通知を受領していても、補助金を受け取れなくなります。 

６．実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少 なくなる場合

(交付を行わない場合も含む)があります。 

補助金交付決定を受けても、実績報告書等の確認時に、各種要件を満たしていると認められない場合は、補助金

の交付は行いません。 

なお、実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外経費が計上されていることが判明した場合には、当該支

出を除いて補助対象経費を算出するよう補助金地方事務局から連絡いたします。 

特に、自動車等車両を購入した場合には、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いられ、かつ他の目的で車

両を使用していないこと等の条件を満たしていなければ、当該車両の購入に係る補助金のお支払いはできませんの

でご注意ください。 

また、収益納付に該当する事業を実施した場合、減額して補助金が支払われることがあります。 

 

７．所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。 

単価５０万円（税抜き）以上の機械装置等、自動車等車両の購入や店舗改装による不動産の効用増加等は「処分

制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分（補助事業目

的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されます。 

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず全国商工会連合会へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ

処分できません。全国商工会連合会は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出

される金額の返還のため、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ず

に処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令（加算金付き）の対象となります。 

８．補助事業関係書類は事業終了後５年間保存しなければなりません。 

補助事業者は、補助事業に関係する帳簿および証拠書類を補助事業の終了日の属する年度の終了後５年間、全国

商工会連合会や独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」という。)、国の補助金等の執行を監督する会計検

査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。 

この期間に、会計検査院による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金を受けた者の義務として応じなけ

ればなりません。また、検査等の結果、仮に、補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。 

９．国が助成する他の制度と経費が重複する事業は補助対象となりません。 

同一の内容について、国が助成（国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む）する他の

制度（補助金、委託費、全国旅行支援、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬 等）と重複する事業

は補助対象外です。 

10．個人情報の使用目的 
全国商工会連合会（都道府県連合会・各地商工会含む）に提出された個人情報は、補助金交付元である政府（経

済産業省・中小企業庁）および独立行政法人中小企業基盤整備機構との間で共有します。また、以下の目的のため

に使用します。 

①補助金事業の適正な執行のために必要な連絡 

②経営活動状況等を把握するための調査（事業終了後のフォローアップ調査含む） 

③各種事業に関するお知らせ 

④その他補助金事業の遂行に必要な活動 

 

11. アンケート調査について 

本補助金の採択事業者等に対し、補助金を活用して取り組む事業やその効果等を把握するためのアンケー

ト調査を実施することがあります（補助事業完了後のフォローアップ調査含む）ので、その際にはご協力をお



9  

願いいたします。なお、アンケートに際してご提供いただいた情報は、統計処理を行い、個人を特定できない形で

公表する可能性があります。 

12. その他 

申請・補助事業者は、本公募要領、交付規程やウェブサイト等の案内に記載のない細部については、補助金地方事

務局からの指示に従うものとします。 

補助事業における実施状況の確認や、処分制限財産等の適正な管理、事業実施による効果を確認するた

め、補助金事務局等及び中小機構が電話連絡や訪問を実施することがあります。 

偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、補助金事務局等として、補

助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 

なお、事業に係る取引先（委託先、外注（請負）先以降を含む）に対して、不明瞭な点が確認された場

合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から取

引先に対して協力をお願いしていただくこととします。 

※補助金事務局等は、全国商工会連合会、全国事務局、都道府県商工会連合会、各地商工会を指します。 
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２．補助対象事業 

補助対象となる事業は、次の（１）から（３）に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとし

ます。 

 
（１）「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること。 

○本事業は、早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、小規模事業者による事業再建の取組

を支援するものです。事業再建とは関係のない復旧・買換え費用に対する補助ではありま

せん。（損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換え等は対象となります） 

○本事業の完了後、概ね１年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動（＝早期に市

場取引の達成が見込まれる事業活動）とします。 

○本事業で申請する（様式２）<計画の内容（事業再建に向けた取組）>「３．今回の申請

計画で取り組む内容」は、事業実施期間内に完了できる事業再建の取組でなければなり

ません。 

 

＜補助対象となり得る事業再建の取組事例＞ 

＊（様式２）経営計画書の内容の「３．今回の申請計画で取り組む内容」に記載いただ

く取組イメージです。 

＊それぞれの取組の補助対象経費の詳細は、P.14「４．補助対象経費」をご覧ください。 

・新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入 

・商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作 

・新規ネット販売・予約システム等の導入 

・新商品サービスの開発に当たって必要な図書の購入 

・事業再建の取組に必要となる機械等の導入 

・販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分 

・事業再建の取組のための車両の購入 

・新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼 

・商品ＰＲイベントの実施 

・店舗改装（小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。） 

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可 
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（２）商工会の支援を受けながら取り組む事業であること。 

○「商工会の支援を受けながら取り組む」とは、商工会の助言、指導、融資斡旋等の

支援を受けながら事業を実施することです。 

※支援機関確認書(様式３)を発行するにあたり、小規模事業者持続化補助金「災

害支援枠（令和６年能登半島地震）」にかかる申請書(様式1)に記載の代表者に

計画書(様式2)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。 

 
（３）以下に該当する事業を行うものではないこと。 

○同一内容の事業について、国が助成（国以外の機関が、国から受けた補助金等によ

り実施する場合を含む）する他の制度（補助金、委託費、公的医療保険・介護保険

からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等）と同一又は類似内容の事業 

例）デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適

用されるサービス、薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス 

※持続化補助金では、同一の補助事業（取組）について、重複して国の他の補助金

を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補

助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、あらかじめご確

認ください。 

○本事業の終了後、概ね１年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 

例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見

込みにつながらない、想定されていない事業 

○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序もしくは善良の風俗を

害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認めら

れるもの 

例）賭博等、性風俗関連特殊営業等 

 

  



12 
 

３．補助率等 

本事業の補助率等は以下のとおりです。 

補助率  〇補助対象経費の３分の２以内 

〇P.２ ２．（１）①の申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額 
 

１．新型コロナウイルス感染症（令和２年１月２８日政令第１１号により指定

感染症に指定された感染症をいう。）の影響を受けた事業者 

２．過去数年以内に発生した災害（１※）で被害を受けた以下のいずれにも該当

する事業者 

①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者 

②当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者 

３．次のいずれかに該当する事業者 

①過去数年以内に発生した災害の発生日（当該発生日が令和２年１月２８日

以降の災害にあっては令和２年１月２８日とする。）以降、売上高が２０％以

上減少している復興途上にある事業者 

②別表のとおり、令和６年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあ

り、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新

等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者 

４．交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向

けた事業活動に要した債務を抱えている事業者 

５．令和６年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を

行おうとする事業者 
(※１)過去数年以内に発生した災害とは、過去５年以内を目安に発生した災害であって災害救

助法の適用を受けたものです。 

補助上限額  ①２００万円（自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者） 

②１００万円（間接的（売上減少）な被害があった事業者） 

(注)本制度は補助事業であり、支払を受けた補助金については、原則として、融資の

ように返済の必要がありません。（ただし、収益納付や処分制限財産の処分による補助

金の減額等がなされる場合があるほか、事後の会計検査院による実地検査の結果、補助

金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。） 
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別表 

項目 要件 

厳しい債務状況に

ある事業者 

次のいずれかに該当し、早急に企業再建を行う必要がある事業者 

１ 借入債務等が株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係

を有する事業者 

２ 取引先の業況悪化の影響を受ける等、一定の要件に該当する事業者 

３ 過剰債務の状況に陥っている事業者 

４ 中小企業活性化協議会等の関与の下で事業の再生を行う事業者 

５ 事業資金の借入について、弁済に係る負担の軽減を目的とした条件変更

を行っている事業者 

６ 第二会社方式により再生を図る事業者 

７ 過去延滞等によりサービサーに債権が譲渡されている先であって、再生

を図る事業者 

経営再建等に取り

組む事業者 

相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定され、金

融機関の協力が得られる等、関係者による支援体制が構築されており、自助

努力により企業再建が見込まれる事業者 

認定経営革新等支

援機関に事業計画

等について確認を

受けている事業者 

次のいずれの事項についても、認定経営革新等支援機関による確認を受けて

いる事業者 

１ 令和６年能登半島地震からの復旧・復興に向けて、自己資金の活用が厳

しい経営環境であるものの、長期的には十分に採算性が見込まれること 

２ 経営環境等を見据えた適正な規模での復旧等であること 

 
・上記別表の過剰債務の状況とは、原則として令和６年能登半島地震被災時の直近の決算期にお

いて、次のいずれかの要件を満たすものをいう。 
１ 債務超過に陥っている事業者 
２ 繰越欠損を計上している事業者 
３ 次式で判定した年数が１５年以上となる事業者 
 ｛有利子負債（短期借入金＋長期借入金＋社債）｝÷｛減価償却後営業利益×１／２（営業欠

損の場合は１／２を乗じない）＋普通減価償却費｝※１ 
４ 次式で算出した値が正となる事業者 

長期借入金及び社債の年間返済額※２－｛減価償却後経常利益×１／２（経常欠損の場合は１

／２を乗じない）＋普通減価償却費｝※１－金融機関調達（予定含む）※３ 
 
※１ 試算期で判定する場合は、「試算期末からさかのぼって１２か月間の損益計算書」を用い

て判断する。 
※２ 決算期または試算期末から今後一年間の長期借入金及び社債の年間返済額をいう。 
※３ 決算期または試算期末から今後一年間の長期借入金及び社債の金融機関調達額（設備資金

を除く）をいう。 
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４．補助対象経費 

（１）補助対象となる経費は、次の①～③の条件をすべて満たすものとなります。 

 
※今回の公募においては、特例として、令和6年1月1日の能登半島地震により被
災した日以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費とし
て認めます。【上記②の特例】 

 ただし、写真や書類等による確認が可能であって、適正と認められるものに
限ります。 

 

（２）補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象

外となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計

額となります。 

 

経費内容 

① 機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによ

る展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設

備処分費、⑩委託・外注費、⑪車両購入費 

 

【各費目の説明】 

① 機械装置等費 

事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 

○通常の生産活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象とな

りません。ただし、損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換え等の場合は、

事業計画の遂行に最低限必要なものであれば補助対象となります。場合によっては、

帳簿（資産台帳等）又は写真等で以前の状況を確認する場合があります。 

○「自動車等車両」（道路運送車両法第２条第２項に定める「自動車」及び同条第３項

に定める「原動機付自転車」）は、⑪車両購入費の対象物件ですが、このうち、「減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）」の「機械及

び装置」区分に該当するもの（例：ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作

業用機械設備）についてのみ、この①機械装置等費で計上してください。 

○契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方

式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。 

○単価５０万円（税抜き）以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助

事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分（補助

事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されます。 

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず全国商工会連合会へ承認を申

請し、承認を受けた後でなければ処分できません。全国商工会連合会は、財産処分を

承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還

のため、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。

承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付

き)の対象となります。なお、１件あたり１００万円（税込）超の機械装置等の購入を

する場合、２者以上からの見積りが必要です。 

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 

③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 
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○ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアは、ウェブサイト関連費で計

上してください。 

○中古品の購入は、下記の条件を満たした場合のみ、補助対象経費として認めます。 

（ア）購入単価が５０万円（税抜き）未満のものであること 

※単価が５０万円（税抜き）以上の中古品を単価５０万円（税抜き）未満になるよ

うに分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。 

（イ）中古品購入にあたっては２者以上の中古品販売事業者（個人からの購入や、オー

クション（インターネットオークションを含みます）による購入は不可）から同等

品について見積り（見積書、価格表等）の取得が必要です。 

※中古品購入の場合は購入金額に関わらず、すべて、２者以上からの見積りが必要

です。実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください（理由

書の提出による随意契約での購入は、中古品の場合は、補助対象外となります）。 

（ウ）修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合

等により経営計画書の取組への使用ができなかった場合には、補助対象外となりま

す。 

 
対象となる経費例 対象とならない経費例 

 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向

上のための高齢者向け椅子・ベビー

チェア 

 衛生向上や省スペース化のためのシ

ョーケース 

 生産販売拡大のための鍋・オーブ

ン・冷凍冷蔵庫 

 新たなサービス提供のための製造・

試作機械（特殊印刷プリンター、３

Ｄプリンター含む） 

 販路開拓等のための特定業務用ソフ

トウェア（精度の高い図面提案のた

めの設計用３次元ＣＡＤソフト、販

促活動実施に役立てる顧客管理ソフ

ト等 

 事業用の机・椅子・ロッカー等 

 自動車等車両のうち「減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４

０年大蔵省令第１５号）」の「機械

及び装置」区分に該当するもの

（例：ブルドーザー、パワーショベ

ルその他の自走式作業用機械設備） 

 自動車等車両（「減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１

５号）」の「機械及び装置」区分に該当す

るもの及び同省令の「車両及び運搬具」区

分に該当するもののうち⑪車両購入費とし

て計上できるものを除く） 

 自転車・文房具等・パソコン・事務用プリ

ンター・複合機・タブレット端末・WEB カ

メラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器

（ハードディスク・ＬＡＮ・Ｗｉ－Ｆｉ・

サーバー・モニター・スキャナー・ルータ

ー、ヘッドセット・イヤホン等）・電話

機・家庭および一般事務用ソフトウェア・

テレビ・ラジオ・その他汎用性が高く目的

外使用になりえるもの 

 既に導入しているソフトウェアの更新料 

 （ある機械装置等を商品として販売・賃貸

する事業者が行う）当該機械装置等の購

入・仕入れ（デモ品・見本品とする場合で

も不可） 

 単なる取替え更新であって事業再建につな

がらない機械装置等 

 古い機械装置等の撤去・廃棄費用（設備処

分費に該当するものを除く） 

 船舶 

 動植物 

 

 

②  広報費 

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費 
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○経営計画に基づく事業再建や商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、

単なる会社のＰＲや営業活動に活用される広報費は、補助対象外です。 

○ウェブや動画に関する広報費用については、ウェブサイト関連費にて計上してくだ

さい。 

対象となる経費例 対象とならない経費例 

 チラシ・カタログの外注や発送 

 新聞・雑誌等への商品・サービスの

広告 

 看板作成・設置 

 試供品（販売用商品と明確に異なる

ものである場合のみ） 

 販促品（商品・サービスの宣伝広告

が掲載されている場合のみ） 

 郵送による DMの発送 

 試供品（販売用商品と同じものを試供品と

して用いる場合） 

 販促品（商品・サービスの宣伝広告の掲載

がない場合） 

 名刺 

 商品・サービスの宣伝広告を目的としない

看板・会社案内パンフレットの作成・求人

広告（単なる会社の営業活動に活用される

ものとして対象外） 

 文房具等（詳細は P.24 を参照くださ

い。） 

 金券・商品券 

 チラシ等配布物のうち未配布・未使用分 

 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配

布 

 フランチャイズ本部の作製する広告物の購

入 

 商品販売のための動画作成 

 販路開拓に必要なシステム開発 

 

 

 

③ ウェブサイト関連費 

事業再建を行うためのウェブサイトやECサイト、システム（オフライン含む）等の開発、構

築、更新、改修、運用をするために要する経費 

○ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してく

ださい。 

○ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の１／４（直接被害の場合最大50万円、間接被

害の場合最大25万円）が、当経費の申請額の上限です。 

○ウェブサイト、システム開発等に関連する経費については、こちらで計上してください。 

○ウェブサイトを５０万円（税抜き）以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイト

は「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であって

も、一定の期間において処分（補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が

制限されることがあります。 

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請

し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認し

た補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、

交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を

得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令（加算金付き）の

対象となります。 

※補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能

強化は、補助金事務局等への事前承認申請等が必要となる「処分」には該当しません。 
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④ 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む) 

新商品等を展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費 

○展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費（レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等

は除く）・通訳料・翻訳料も補助対象となります。 

○海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出す

る場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出くださ

い。 

○出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します。 

○下記に該当する展示会等出展費は補助対象外です。 

 国（国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む）により出展料の

一部助成を受けるもの 

 請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるもの 

（展示会等の出展について、出展申込みは交付決定前でも構いません。） 

※ただし、今回の公募においては特例として、令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日

以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。 

 販売のみを目的とし、事業再建や販路開拓に繋がらないもの 

 補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの 

 選考会、審査会（○○賞）等への参加・申込費用 

 実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料 

 文房具等の事務用品等の消耗品代 

 飲食費を含んだ商談会参加費等 

 

 
⑤ 旅費 

経営計画(様式２)に基づく事業再建(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費 

○経営計画に基づく事業再建を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等によ

り、必要性が確認できるものが補助対象となります（経営計画に明記されていない出張

の場合は、補助対象外経費となります）。通常の営業活動に要する経費とみなされる場

対象となる経費例 対象とならない経費例 

 商品販売のためのウェブサイト作成や更

新 

 インターネットを介したＤＭの発送 

 インターネット広告 

 バナー広告の実施 

 効果や作業内容が明確なウェブサイトの

SEO 対策 

 商品販売のための動画作成 

 システム開発、構築に係る経費（インタ

ーネットを活用するシステム、スマート

フォン用のアプリケーション、業務効率

化のためのソフトウェアなど） 

 ＳＮＳに係る経費 

 商品・サービスの宣伝広告を目的と

しない広告（単なる会社の営業活動

に活用されるものとして対象外） 

 ウェブサイトに関連するコンサルテ

ィング、アドバイス費用 

 補助事業期間内に公開に至らなかっ

た動画・ホームページ・ランディン

グページ  
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合は補助対象外です。 

○補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。

旅費の支給基準は、参考資料(P.34)を参照ください。 

○移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路によ

り算出された実費となります。 

○海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、

当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください（実

績報告の際に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外です）。 

対象となる経費例 対象とならない経費例 

 展示会への出展や、新商品生産のため

に必要な原材料調達の調査等に係る、

宿泊施設への宿泊代 

 バス運賃・電車賃・新幹線料金（指定

席購入含む）・航空券代（燃油サーチ

ャージ含む。エコノミークラス分の料

金までが補助対象）、航空保険料、出

入国税 

 国の支給基準の超過支出分 

 日当 

 ガソリン代・駐車場代・タクシー代・

レンタカー代・高速道路通行料・グリ

ーン車・ビジネスクラス等の付加料金

分 

 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランに

おける朝食料金・入浴料相当分 

 視察・セミナー等参加のための旅費 

 パスポート取得料 

 全国旅行支援等の国の助成制度を利用

して支払われた経費 

 

 

⑥ 新商品開発費 

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、

加工するために支払われる経費 

○購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時に

は使い切ることが必要です（実際に使用したもののみが補助対象です）。 

○原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿（任意様式）を作成し、その受け払

いを明確にしておく必要があります。 

対象となる経費例 対象とならない経費例 

 新製品・商品の試作開発用の原材料の

購入 

 新たな包装パッケージに係るデザイン

費用 

 文房具等 

 開発・試作した商品をそのまま販売する

場合の開発費用 

 試作開発用目的の購入で使い切らなかっ

た材料分 

 デザインの改良等をしない既存の包装パ

ッケージの印刷・購入 

 （包装パッケージの開発が完了し）実際

に販売する商品・製品を包装するために

印刷・購入するパッケージ分 

 システム開発・構築（ウェブサイト関連

費にて計上してください） 
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⑦ 資料購入費 

補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 

○取得単価（税込）が１０万円未満のものに限ります。 

○購入する部数・冊数は１種類につき１部（１冊）を限度とします（同じ図書の複数購入は

補助対象外です）。 

○補助事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です。 

○中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の２者以上（個人は不可）からの見積（古書販売

業者のネット通販サイトのコピーでも可）が実績報告時に提出できる場合に限り、補助

対象となります。 

 
 

⑧ 借料 

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 

○実績報告の際に、借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ

補助対象となります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された

補助事業期間分のみ補助対象となります。 

○自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象

外です。 

○事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所等が被災し、事業再建の取

組の一環として新たに事務所等を賃借する場合は、対象となる場合があります。なお、審査時に

床面積の按分資料が必要となることがあります。 

○商品・サービスPRイベントの会場を借りるための費用は、「⑧借料」に該当します。 

 

 
⑨ 設備処分費 

事業再建の取組を行うための作業スペースを確保する等の目的で、当該事業者自身が所有す

る死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原

状回復するのに必要な経費 

○事業再建の取組実行するためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃

棄・処分」等を行うことが必要です。（交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事

後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません） 

○申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の１／２を上

限（設備処分費以外の補助対象経費合計額を超えない）とします。 

○また、事業終了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、交

付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の１／２が上限（ただし、申

請・交付決定時の計上額の範囲内）となります。 

対象となる経費例 対象とならない経費例 

 既存事業において使用していた設備機器

等の解体・処分費用 

 既存事業において借りていた設備機器等

の返却時の修理・原状回復費用（賃貸借

契約が締結されており、使用者であるこ

とが法的に確認できることが必要です） 

 既存事業における商品在庫の廃棄・処分

費用 

 消耗品の処分費用 

 自己所有物の修繕費 

 原状回復の必要がない賃貸借の設備機器

等 
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⑩ 委託・外注費 

上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託（委

任）・外注するために支払われる経費（自ら実行することが困難な業務に限ります。） 

○デザイン会社によるデザインの外注など、補助事業者が通常事業として実施している業務

については、自ら実行することが困難な業務に含まれません。 

○委託内容、金額等が詳細に明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に

成果物等が帰属する必要があります。 

○例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象外となります。 

○ウェブサイト、システム開発等に係る委託・外注費については、ウェブサイト関連費にて

計上してください。 

○実績報告の際に成果物が分かる資料の提出が必要になります。 

○店舗改装において５０万円（税抜き）以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に

該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において

処分（補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されることがありま

す。 

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず全国商工会連合会へ承認を申請し、

承認を受けた後でなければ処分できません。全国商工会連合会は、財産処分を承認した補

助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付し

た補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処

分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令（加算金付き）の対象となり

ます。 

○補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用については、補助対象外

となります。 

対象となる経費例 対象とならない経費例 

 店舗改装・バリアフリー化工事 

 利用客向けトイレの改装工事 

 製造・生産強化のためのガス・水

道・排気工事 

 移動販売等を目的とした車の内装・

改造工事 

 従業員の作業導線改善のための従業

員作業スペースの改装工事 

 インボイス制度対応のための取引先

の維持・拡大に向けた専門家（税理

士、公認会計士、中小企業診断士

等）への相談費用 

 事業再建に資する取組と位置付けら

れる被災店舗・各種機械装置等の解

体工事・修理修繕作業 

 事業再建に結びつかない工事（単なる店

舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解

体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事に

おける住宅部分、既存の事業部門の廃止

にともなう設備の解体工事（設備処分費

に該当するものを除く）など） 

 「建物の増築・増床」や「小規模な建物

（コンテナハウス等）の設置」など「不

動産の取得」に係る費用（※） 

 有償レンタル・有償貸与を目的としたス

ペースの改装に係る費用 

 賃貸物件の修理修繕（共用部分も含む） 

※「建物の増築・増床」や「小規模な建物（物置等）の設置」の場合、「不動産の取得」に

該当する以下の３つの要件すべてを満たすものは、補助対象外となります。（固定資産税

の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用） 

（ア）外気分断性： 

屋根および周壁またはこれに類するもの（三方向以上壁で囲われている等）を有し、独立
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して風雨をしのぐことができること。一方、支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テ

ラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないた

め、「不動産の取得」には該当しない。 

（イ）土地への定着性： 

基礎等で物理的に土地に固着していること。一方、コンクリートブロックの上に、市販の

簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないた

め、「不動産の取得」には該当しない。 

（ウ）用途性： 

建造物が家屋本来の目的（居住・作業・貯蔵等）を有し、その目的とする用途に供しうる

一定の利用空間が形成されていること。 

 
 

⑪ 車両購入費 

事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いることが明ら

かな車両の購入に必要な経費（事業に供する車両が被災した場合に限る） 

○本経費区分の対象となるのは、道路運送車両法第２条第２項に定める「自動車」および

同条第３項に定める「原動機付自転車」です。 

○事業再建につながらない（単なる買換え更新の）車両の購入は補助対象外となります。

（損壊等の被害を受けた場合は取替え・買換え等は対象となります） 

・新車販売時の標準装備、スピーカー、車内展示・運搬用のコンテナ、ボックス

等、常設されている保冷庫等も補助対象となります。 

○車両の内装・改造工事の外注、被災車両の修繕の場合には、委託・外注費で計上して

ください。 

○無くても事業に支障をきたさないオプション・付属品（カーナビ、リアカメラ等）、自

賠責保険、自動車税等、車検等の検査・登録手数料、タイヤ交換代、オイル・ガソリン

代・電気代、諸手続費用は補助対象外です。 

○車両を購入する場合には、申請の際、（様式５）「車両購入の理由書」に、補助事業の遂

行に当たって車両の購入が必要不可欠な理由、補助事業における当該車両の具体的な使

用内容、および、購入を予定している車のメーカー名及び車種等を記載するとともに、

当該車両の見積書あるいはカタログ等を添付してください。採択を受けた後、購入する

車種を変更しようとする場合は、必ず事前に補助金地方事務局にご相談ください。事前

相談なく見積書等と異なる車を購入した場合には、補助対象外となります。 

○中古車を購入する場合には、実績報告の際に、価格の妥当性を証明できる書類として、

車種・年式・走行距離等の仕様が同等の中古車の複数見積もりが必要となります。見積

もりおよび購入は、中古車販売店等で行ってください。個人からの購入は対象外となり

ます。 

※新車購入の場合は単価１００万円（税込）超の場合のみ複数見積りが必要ですが、中

古車購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、複数見積りが必要です。 

※中古車購入の場合は、実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してく

ださい。（理由書の提出による随意契約での購入は、中古車の場合は、補助対象経

費として認められません） 

○車両の名義は、交付決定を受けた方の名義で登録してください。 

○交付決定日（※ただし、特例として令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以
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降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場

合には補助金の対象となります。）以降に補助事業実施のために発注し、補助事業

実施期限までに支払いと事業の遂行が完了したもののみが補助金の対象となります。

車を買っても、ローン等を組んだため、補助事業実施期限までに一部でも支払いが完

了しない場合には、補助金の対象にできません。 

○補助事業実施期間中に実際に運行し、経営計画書に記載の取組をしたという実績報告が

必要となります。車両を購入したものの、車両を運行して経営計画書の取組を行った旨

実績報告がない場合には、当該車両の購入費は補助金の対象にはできません。 

○補助事業期間において、補助金で取得した車両を使用して移動販売・宅配事業等を実施し

直接収益を得るのは、収益納付の対象となり、補助金額が減額となる場合があります。 

○補助事業で取り組む特定の業務にのみ使用したことが分かるよう、車両運行日誌を作成

して、実績報告時に添付しなければなりません。 

○補助事業で取り組む特定の業務でのみ使用することが補助金支払いの前提ですので、目

的外使用（例：経営計画書に記載した事業以外への転用、個人的又は家庭内での利用

等）は、一切禁止されます。営業車など補助事業における特定の業務での使用が判断できな

い車両は対象となりません（補助金適正化法上、目的外使用をした者には罰則が科せら

れます）。 

○５０万円（税抜き）以上の車両を取得する場合は、「処分制限財産」に該当し、補助事

業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分（補助事業

目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されます。 

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず全国商工会連合会へ承認を申

請し、承認を受けた後でなければ処分できません。全国商工会連合会は、財産処分を承

認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のた

め、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。承認

を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。 

 

（３）経費の支出等について 

補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「事業再建に向けた取組」を実施したこ

とに要する費用の支出に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があ

っても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象外となりま

す。補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取り組みをしたと

いう実績報告が必要となります。 

例：① 機械装置等や自動車等車両を購入したものの、補助事業完了までに当該機

械装置等や車両を使用して経営計画書に記載した事業再建の取組を行っていない

場合（当該機械装置等や車両を使用して事業再建を行った旨の記載が実績報告書

に無い場合も含みます。以下同様。）には、当該機械装置等や車両の購入費は補

助対象外となります。 

② 新聞・雑誌等への広告掲載契約を締結し、広告掲載料を支払ったものの、補

助事業完了までに広告掲載した新聞・雑誌等の発行による広報がされない場合や、

ホームページで受注システムを作成したものの、補助事業終了までにホームペー

ジにて公開して事業再建の取組を行っていない場合も、当該経費は補助対象外と

なります。 

（４）経費の支払方法について  
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補助事業実施期限までに支払いと事業の遂行が完了したもののみが補助金の対象とな

ります。 

補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則です。補助金執行の適正性確保のため、

旅費や現金決済のみの取引（代金引換限定のサービス等）を除き、１取引１０万円超

（税抜き）の支払は、現金支払いは認められません。（ただし、本公募の開始日までの

期間に、１取引１０万円超（税抜き）の現金支払い等を行っている場合は、別途、補助

金地方事務局までご相談ください。）  

自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形・相殺による支払いは不可です。ま

た、補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺（売掛金と買掛金の

相殺等）による決済は認められません。  

また、クレジット払いは申請する事業者の名義であり、補助事業期間内に支出が完了

しているもの（分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機

関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要になります。）に限り

ます。 

代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行った場合は、「立替払い」

として、帳簿等で確認ができない場合には補助対象外となります。  

  

（５）電子商取引について  

○インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、上記（１）③のと

おり「証拠資料等によって金額が確認できる経費」のみが対象となります。  

○取引相手先によく確認し、補助金で求められる、仕様提示、見積、発注、納品、検

収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類（取引

画面を印刷したもの等）を整理・保存・提出ができることを把握してから取引をして

ください。  

○実際に経費支出を行っていたとしても、取引相手先の都合等により、発注した日が確

認できる取引画面を提出できない、補助対象経費として計上する取引分の請求額が判

明する書類が提出できない、広告が確認できるインターネット画面が取得できない等

の場合には、補助対象外となります。 

○いわゆる電子マネーでの支払いをしようとする場合でも、補助事業者からの支出であ

ることに加え、上記と同様、補助金で求められる、一連の経理処理の証拠となる書類

を整理・保存・提出ができるものに限り補助対象となります。 

  

（６）補助対象外となる経費 

 上記（２）①～⑪に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりませ

ん。また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実

施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますので、ご注意ください。  

①国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費 

○全国旅行支援等を利用した出張旅費 

○就労継続支援Ａ型事業所・Ｂ型事業所など障害福祉サービス事業と重複する経費 

○デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス 

○保険適用診療にかかる経費（薬局、整骨院や鍼灸院等の保険診療で使用する機械や保険診療

の宣伝も兼ねるチラシ等） 

②通常の事業活動に係る経費 

○販売している商品の仕入 

○老朽化した既存機械の取替え費用 

③販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費 
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○塾や教室等で使用する有料教材の制作費用 

○有料配信する動画の制作費 

○レンタル事業を営む事業者がレンタル機材を購入する費用 

○電子書籍や本の出版に係る費用（電子書籍に係る費用は新商品開発費でも対象外） 

○コワーキングスペース等の有償スペースの改装費用 

④他社のために実施する経費 

○他社の販路開拓につながる取組 

○他社の商品を宣伝するための HP制作費や他社製品を製造するための機械の導入 

○他社への寄付金や協賛金 

⑤自動車等車両(車両購入費にて計上可能なものを除く) 

○自動車 

○フォークリフト 

○キッチンカー 

○除雪車 

○キッチントレーラー など 

⑥上記のほかに、補助対象経費として認められない経費 

○補助事業の目的に合致しないもの 

○必要な経理書類（見積書・請求書・領収書等）を用意できないもの 

○交付決定前に発注・契約、購入、支払い（前払い含む）等を実施したもの 

※展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります

（ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象外です）。 

※見積の取得は交付決定前でも構いません。 

【ただし、今回の公募においては特例として、令和 6年 1月 1日の能登半島地震により被災した

日以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。】 

○自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引によるもの 

○映像制作における被写体や商品（紹介物等を含む）の購入に係る関連経費 

○オークションによる購入（インターネットオークションを含みます） 

○駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

○電話代、インターネット利用料金等の通信費 

○事務用品等の消耗品（名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリ

アファイル、無地封筒、OPP・CPP袋、CD・DVD、USB メモリ・SDカード、電池、段ボール、

梱包材の購入など） 

○展示・インテリアを目的とした美術品や骨董品等の購入 

○雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

○茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 

○不動産購入・取得費、車検費用 

○税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための

弁護士費用 

○金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネ

ットショッピング決済手数料等 

○公租公課（消費税・地方消費税は、（消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申

請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者・２割特例（インボイス

発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置）の申請者」を除き、）補助対象外とす

る。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。） 

○各種保証・保険料（ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けら

れた保険料に係るものは補助対象とする。） 

○借入金などの支払利息および遅延損害金 
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○免許・特許等の取得・登録費 

○講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等 

○商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・（クレジットカード会社等から付与された）ポイ

ント・金券・商品券（プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む）での支払い、自社振

出・他社振出にかかわらず小切手・手形・相殺による決済・支払い 

○役員報酬、直接人件費 

○各種キャンセルに係る取引手数料等 

○補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用 

○購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す（ポイン

ト・クーポン等の発行を含む）ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証

明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの 

○クラウドファンディングで発生しうる手数料（返礼品、特典等を含む） 

○１取引１０万円（税抜き）を超える現金支払 

○補助事業期間内に支出が完了していないもの（分割払い、クレジットカード決済、リボルビ

ング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必

要。） 

○売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用 

〇謝金 

〇雑役務費（アルバイト代などの人件費、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

等） 

○上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

 

（７）その他、補助対象経費全般にわたる留意事項  

○補助事業を行うに当たっては、当該事業について区分経理を行ってください。補助対

象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によ

って金額等が確認できるもののみとなります。  

○補助事業における発注先（委託先）の選定にあたっては、１件あたり１００万円超

（税込）を要するものについては、２者以上から見積を取り、より安価な発注先（委

託先）を選んでください。ただし、発注（委託）する事業内容の性質上、見積をとる

ことが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を実績報告時にご提

出ください。なお、中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、２者以上か

らの見積が必須となります。この場合、理由書の提出による随意契約での購入は、補

助対象外となります。 

 

５．申請手続 

（１）受付開始日及び締切日 

現在調整中のため追って公表します。 

 

（２）補助金申請の手続の流れ 

①申請に必要な書類を確認の上、作成、用意してください。 

②補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」（様式２）の写しを、補助事

業を行おうとする事業所の地域の商工会の窓口（通常業務時間内）に提出の上、

「支援機関確認書」（様式３）の作成・交付を依頼してください。（締切までに余裕

をもってお早めにお越しください。）「支援機関確認書」（様式３）の交付を受け

るにあたり、申請者に事業計画の内容や提出書類の過不足等について確認をさせ
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ていただきます。 

 

※開設時間はお近くの商工会にご確認ください。また、訪問時には事前にご連絡

をお願いします。 

※②において経営計画書（様式２）の写しを地域の商工会へ提出した後、必要が

あれば、内容を加筆・修正して、補助金地方事務局へ提出しても構いません。（ただ

し、その際には、実際に補助金地方事務局に提出した最終版の写しを、地域の商

工会にも提出してください。） 

※地域の商工会に「支援機関確認書」（様式３）の作成を依頼する際には、準備

できた他の提出物も併せてご用意ください。 

③後日、地域の商工会が「支援機関確認書」（様式３）を発行するので受け取ってく

ださい。 

④受付締切（郵送：締切日当日消印有効）までに、必要な提出物（【Ⅲ．応募時提出

資料】（P.31）をよくご確認ください）を全てそろえ、以下（３）に記載の補助金

地方事務局の住所まで郵送により提出してください。（持参、宅配便、電子申請での

送付は受け付けません。） 

 

＜留意点＞ 

本事業は、小規模事業者自身が、経営計画等の作成時や採択後の補助事業実施の際

に、商工会の支援を直接受けながら取り組む趣旨です。このため、社外の代理人のみ

で、地域の商工会へ相談や「支援機関確認書」の発行依頼等を行うことはできませ

ん。 

 

 

（３）申請書類一式の申請書の提出先・お問い合わせ先 

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠（令和６年能登半島地震）」補助金地方事務局 

 

※事業再建を行う事業所(店舗・工場・事務所等)の地区により、提出先及びお問

合せ先が異なります。 

＜詳しくは巻末一覧をご覧ください。＞ 

◇申請書類は、郵送によりご提出ください（持参、宅配便、電子申請による送付は

受け付けません）。 

◇受付時間は、9：00～12：00、13：00～17：00（土日祝日・年末年始除く）です。 

 
（４）提出資料 

「Ⅲ．応募時提出資料」（P.31）で定める提出資料を補助金地方事務局に提出してく

ださい。 

なお、必要に応じて追加資料の提出および説明を求めることがあります。また、申

請書類等の返却はいたしません。 

※マイナンバー（12 桁の個人番号）の提供は不要のため、提出書類に記載されてい

る場合は、番号が見えないよう黒塗りしてください。 

 

（５）応募件数 
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同一事業者からの応募は１件とします。 

※代表者が同じ複数の法人で同一事業に申請することや、同一の個人が個人事業

主として、かつ代表を務める法人等で同一事業に申請することはできません。 

※万が一、複数応募が判明した場合には、すべて不採択となります（採択後に複

数応募が判明した場合も、遡って採択を取り消します）。 

※複数の屋号を使用している個人事業主も応募は１件のみです。 

 

 

６．採択審査 

（１）採択審査方法 

補助金の採択審査は、提出資料について、「表１：審査の観点」に基づき、有識者等

により構成される審査委員会において行います。 

採択審査は非公開で提出資料により行います。提案内容に関するヒアリングは実施

しませんので、不備のないよう十分ご注意ください。 

 

（２）結果の通知 

応募事業者全員に対して、採択又は不採択の結果を通知します。 

採択案件については、補助事業者名、代表者名、補助事業名、事業概要、住所、業

種、法人番号（法人の場合）および補助金交付申請額を公表することがあります。 

※採択審査結果の内容についての問い合わせには応じかねます。 

 

（３）その他留意事項 

・同一事業者が同一内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業等と併願している

場合には、不合理な重複および過度な集中を排除するため、重複して採択いたし

ませんのでご留意ください。  

・採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額から減額される場合が

あります。  

・申請書類一式の提出先を誤ると受付を受理できませんので、お間違えのないよう

ご注意ください。 

 

表１：審査の観点 

Ⅰ.基礎審査  

 次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失

格とし、その後の審査を行いません。  

 ①必要な情報がすべて確認できること  

 ②補助対象者、補助対象事業の要件に合致すること  

 ③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること  

 ④申請者自身が主体的に活動する取組であること  

Ⅱ.加点審査  

計画情報について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いも

のから順に採択を行います。  

 ①事業再建に向けた取組として適切な取組であるか。  

 ②令和６年能登半島地震による被害の程度 

 ③その他、自社分析の妥当性や計画の有効性、積算の透明・適切性 
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７．事業実施期間等 
 

現在調整中のため、追って公表します。 

 

８．補助事業者の義務 

本事業の採択となった事業者は、以下の条件を守らなければなりません。また、記載

の「Ⅱ．１．重要説明事項」について、十分にご留意ください。 

 （１）交付決定 

本事業については、事業者の利便を考慮し、応募時に「補助金交付申請書」（様式

４）を併せて提出していただき、補助金事務局でお預かりした後、採択後に正式受理

します。（「補助金交付申請書」の添付書類は、「経営計画書」（様式２）を兼用） 

本事業の採択となった事業者は、補助金の交付に係る必要な手続きを行わなければな

りません。 

交付申請書の記載に当たっては、消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければな

りません（消費税および地方消費税相当額を予め補助対象経費から減額して申請を行う）。

消費税等仕入控除税額については、P.35「２．消費税等仕入控除税額について」を参

照ください。 

なお、採択となっても、交付決定時点で対象外経費の計上等の不備が発見された場合

には、補助金事務局の指示に従って申請書類を訂正・再提出してください。（速やかに

ご対応いただけない場合は、採択されても交付決定できないことがあります。交付決定

を受けても実績報告時に要件を満たしていないと認められる場合には、交付決定後であ

っても、補助金の交付は行いません。また、対象外経費の計上が発見された場合には、

当該支出を除いて補助対象経費を算出するよう補助金事務局等から連絡を受けます。） 

（２）経営計画書内容や経費の配分変更等 

交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分や内容を変更しようとする場合、又は補

助事業を中止（一時中断）、廃止（実施取りやめ）や他に承継させようとする場合は、

事前に全国商工会連合会の承認を得なければなりません。 

（３）補助金の交付 

補助事業を終了したときは、実績報告書を提出しなければなりません。実施した事業

内容の審査と経費内容の確認（見積書、発注書、納品書、請求書、領収書等）等により

交付すべき補助金の額を確定した後、精算払いとなります（本事業では、概算払いは一

切認められません）。 

なお、補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上

するものであり、法人税・所得税の課税対象となります。 

（４）補助対象事業の経理 

補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事

業完了後、当該年度の終了後５年間保存しなければなりません。 

また、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠っ

た信頼性のある計算書類等の作成および活用に努めてください。中小企業の会計に関す

る基本要領等の詳細については、P.35「３．中小企業の会計に関する基本要領等につい
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て」を参照ください。 

 

９．その他 
（１） 補助事業を実施することにより産業財産権が発生した場合は、その権利は補助事業

者に帰属します。  

（２） 補助事業の進捗状況確認のため、補助金地方事務局等が実施検査に入ることがあり

ます。実地検査にご協力いただけない場合には、交付決定取消しとなる場合がありま

す。また、補助事業完了後、補助金使用経費にかかる総勘定元帳等の検査に入ることが

あります。  

（３） 原則として、補助事業完了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確

認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。  

（４） 補助事業完了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。この検査により補

助金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。  

（５） 補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律

第１７９号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）をし

た場合には、補助金の交付決定の取消・返還命令（加算金の徴収を含む）、不正の内容

の公表等を行うことがあります。また、法令に違反していることが明らかな場合、当該

法令による罰則のほか、採択取消、交付決定取消や交付済み補助金の全額返還（加算金

付き）等の処分を受ける可能性があります。  

（６） 本補助金は、所得税法第４２条（国庫補助金等の総収入金額不算入）又は法人税法

第４２条（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）に規定する国庫補

助金等に該当します。したがって、当該補助金を補助金の交付の目的に適合した固定資

産の取得又は改良に充てた場合には、所得税法第４２条又は法人税法第４２条の規定を

適用することができます。  

（７） 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業

（補助金の交付を受けて行う事業）によって取得した財産には、処分制限が課されます

ので、売却を前提とした財産の購入経費等は補助対象経費に含めないでください。やむ

を得ず売却や譲渡（無償譲渡も含まれます）等に至る場合にも事前に承認手続が必要と

なります。  

（８） 本補助金の採択事業者等に対し、補助金を活用して取り組む事業やその効果等を把

握するためのアンケート調査を実施することがあります（補助事業完了後のフォローア

ップ調査含む）ので、その際にはご協力をお願いいたします。なお、アンケートに際し

てご提供いただいた情報は、統計処理を行い、個人を特定できない形で公表する可能性

があります。 

（９） 自社内で調達を行う場合には、調達価格に含まれる利益を排除しなければなりませ

ん。当該調達品の製造原価を構成する要素であっても、小規模事業者持続化補助金

「災害支援枠（令和６年能登半島地震）」の補助対象経費に該当しないものは補助対

象経費として計上できません。 
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（10） 交付決定時に、補助事業実施に係る注意点等を記載した「補助事業の手引き」を事

務局から配布いたします。補助事業実施前に「補助事業の手引き」を必ず確認の上、

不明点は事務局にお問合せください。 

（11） 補助金事務局等が要件確認等のために、追加で書類の提出を求めることがありま

す。その結果、申請要件等を満たしていないことが判明した場合には、採択・交付決

定の取消し等を行うことがあります。 

（12） 申請時に提出された情報については、審査・管理・確定・精算・政策効果検証に使

用し、個社情報が特定されないよう統計処理をした上で、公開する場合がございま

す。 

（13） 本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他の補助金事務局が保有する、申

請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用させていただきます。また、

効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小

企業庁所管の他の補助金事務局に対して情報共有いたします。   
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Ⅲ．応募時提出資料 

用紙サイズはＡ４で統一し、左上１か所でクリップ止めしてください。（ホチ

キス止めは不可） 

自身で用意できた提出物の□に☑チェックを付けて確認をお願いします。 

※提出書類等の作成・送付に係る費用は補助対象外であり、応募者の方にご負担いただきま
す。申請書類等の返却はしません。 

※必須提出書類の提出がない場合は失格とします。 

CD-ROM、USBメモリ等の電子媒体に保存いただいた電子データをもとに、採択

審査を行います。（電子媒体の送付がない場合は、採択審査ができません） 
※応募対象者確認シート、様式１、様式２、様式４、様式５、様式６、様式７（様式５～

７は該当者のみ）の電子データをご提出ください。 

※電子データは各様式の押印前のもので構いません。 

 

【応募者全員が提出】 
提出物 必要部数 備考 申請者 商工会 

応募対象者確認シート 原本１部

【必須】 

◇全ての申請事業者が必須です。 ☐  ☐  

・申請書（様式１） 原本１部

【必須】 

◇全ての申請事業者が必須です。 ☐  ☐  

・経営計画書（様式２） 原本１部

【必須】 

◇全ての申請事業者が必須です。 ☐  ☐  

・支援機関確認書（様式３） 原本１部 

【必須】 
◇全ての申請事業者が必須です。 

◇地域の商工会が発行します。締

切までに十分な余裕をもって、

お早めにお越しください。 

☐  ☐  

・補助金交付申請書 

（様式４） 

原本１部 

【必須】 

◇審査の結果、採択となった者の

申請書のみ正式受領します 

☐  ☐  

・被害状況又は売上減による

被害状況がわかる資料 

写し１部

（公的書

類添付） 

【必須】 

◇被害状況の確認公的書類（令和

６年能登半島地震による罹災証

明書等の地方自治体発行書類） 

◇売上減の確認 

令和６年１月から１０（※現在

調整中）月の任意の１か月の売

上高が前年同期、又は令和２年

１月２８日以前の同期と比較し

て20％以上減少したことを行政

機関が証した書面（例：セーフテ

ィネット保証４号の認定書や、

地方自治体が独自に発行した証

明書等） 

※原則、証明書の名義は事業者名

であること 

☐  ☐  

【法人の場合】 

貸借対照表および損益計

算書（直近１期分） 

 

写し１部 

【必須】 
◇損益計算書がない場合は、確定

申告書（表紙（受付印のある用

紙）および別表４（所得の簡易計

算））を提出してください。 

◇決算期を一度も迎えていない場

☐  ☐  
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合は不要です。 

【個人事業主の場合】 

直近の確定申告書 

『第一表、第二表、及び収支

内訳書（１・２面）もしくは第

一表、第二表及び所得税青色

申告決算書（１～４面）』

（税務署受付印のあるもの）

又は開業届（税務署受付印の

あるもの） 

 

写し１部 

【必須】 

 

◇決算期を一度も迎えていない場

合のみ、申請時の段階で開業し

ていることがわかる開業届を提

出してください。 

◇開業してから決算期を１回以上

迎えている場合には、所得額に

関わらず確定申告書を提出して

ください。 

◇確定申告書を書面提出した方で

表紙に受付印がない場合には、

税務署が発行する、「納税証明書

（所得金額の証明書写し）」を

追加で提出してください。 

◇電子申告をした方は、「受信結果

（受信通知）」を印刷したものを

受付印の代用として添付してく

ださい。 

☐  ☐  

【特定非営利活動法人の場

合】 

①貸借対照表および活動報

告書（直近１期分） 

②現在事項全部証明書また 

は履歴事項全部証明書 

③法人税確定申告書（別表

一（受付印のある用紙）

および別表４（所得の簡

易計算））（直近１期

分） 

 

①③は写

し１部 

【必須】 

 

②は原本

１部 

【必須】 

 

◇決算期を一度も迎えていない場  

合のみ、①③に代えて、「公 

益法人等収益事業開始申告 

書」の写しを提出してくださ 

い。 

◇開業してから決算期を１回以上

迎えている場合には、法人税確

定申告書（受付印有り）を提出

してください。 

◇確定申告書を書面提出した方で

表紙に受付印がない場合には、

税務署が発行する、「納税証明

書（所得金額の証明書写し）」

を追加で提出してください。 

◇「②現在事項全部証明書また 

は履歴事項全部証明書」は、申

請書の提出日から３か月以内の

日付のもの（原本）が必要で

す。 

☐  ☐  
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【車両購入費を計上する場合の追加提出物】 
提出物 必要部数 備考 申請者 商工会 

・車両購入の理由書 

（様式５） 
原本１部 

 
◇車両購入を伴う場合のみ

必須  

◇添付書類  

・購入（予定）車両の見積書  

又はカタログ等  

・被災が確認できる公的書類

又は廃車証明書  

・被災車両の写真 

☐ ☐ 

・車両が事業用以外に使用

されていないことが確認で

きる資料 

 

写し１部 ◇車両購入を伴う場合のみ

必須  

◇添付書類  

・被災車両における使用目的設定 

を「業務使用」としている自動 

車保険の加入証明書の写し 

・被災車両が計上されている固定 

資産台帳の写し 等 

☐  ☐  

 

【定額申請の場合の追加提出物】 
提出物 必要部数 備考 申請者 商工会 

新型コロナウイルス感染

症（令和２年１月２８日政令

第１１号により指定感染症に

指定された感染症をいう。）

の影響を受けたことを証明す

る書類 

写し１部 

又は 

原本１部 

①新型コロナ感染症による影響に

対し、国等が実施した支援のう

ち、活用した支援策の交付決定

通知の写し等 

②①が提出できない者は、任意様

式による自己申告【様式６】 

☐  ☐  

過去数年以内に発生した災

害で被害を受けたことを証明

する書類（令和6年能登半島

地震を除く） 

 

写し１部 

又は 

原本１部 

①当時の罹災（被災）証明 
②①がない者は、災害からの復

旧・復興に向けて国等が実施し

た支援のうち、活用した支援策

の交付決定通知の写し等 

 

☐  ☐  

過去数年以内に発生した災

害（令和6年能登半島地震を

除く）以降、売上高が２０％

以上減少している復興途上に

あることを証明する書類 

 

写し１部 

又は 

原本１部 

①対象月の売上高が分かる財務諸

表等 
②①が提出できない者は、任意様

式による自己申告【様式７】 

☐  ☐  

交付申請時において、過去

数年以内に発生した災害（令

和6年能登半島地震を除く）

からの復旧又は復興に向けた

事業活動に要した債務を抱え

ていることを証明する書類 

 

写し１部 

又は 

原本１部 

①対象の災害からの復旧又は復興

に向けた事業活動に要したこと

が分かる、債務の契約書等及び

残高が分かる書類（返済計画等

の写し） 
 

☐  ☐  

(注)過去数年とは過去５年以内に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたもの。  
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Ⅳ．参考資料 

 

１．旅費の支給基準について 

補助対象経費に計上する旅費は、国が定める支給基準を踏まえた基準により算

出することとします。 

・最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の実費により計算す

る。 

・宿泊料は以下の表に基づく金額（消費税・地方消費税抜の額）を上限とし、日当

は認めないものとする。【「消費税・地方消費税込み」で補助対象経費を計上する事

業者の場合は、表の金額に消費税・地方消費税相当額を加えた金額が上限】 

・その他旅費支給に関する詳細は交付決定時に示すものとする。 
 

（国内旅費） 

 

(外国旅費) 

 指定都市 甲 乙 丙 

宿泊料（円／泊） 19,300 16,100 12,900 11,600 

地

域

区

分 

北米（アメリカ合衆国、カナダ） 

ロサンゼルス、ニュー

ヨーク、サンフランシス

コ、ワシントン D.C 

○   

欧

州 

西欧（イギリス、フランス、ドイツ、イ

タリア、北欧四か国等） 

ジュネーブ、ロンドン、

パリ 
○   

東欧（ロシア、ポーランド、チェコ、

ハンガリー等） 
モスクワ  ○  

中近東 
アブダビ、ジッダ、クウ

ェート、リヤド 
○   

ア
ジ
ア 

東南アジア（インドシナ半島（シン

ガポール、タイ、ミャンマー、マレー

シアを含む）、インドネシア、フィリ

ピン等）、韓国、香港等 

シンガポール  ○  

南西アジア（インド等）、アジア大

陸（中国等）、台湾等 

 
  ○ 

中南米    ○ 

大洋州（オーストラリア、ニュージーラ

ンド、ポリネシア、ミクロネシア、メラネ

シア等） 

 

 ○  

アフリカ アビジャン   ○ 

南極地域    ○ 

 甲地方 乙地方 

宿泊料（円／泊） 10,900 

（消費税・地方消費税抜の額） 

9,800 

（消費税・地方消費税抜の額） 

地域区分 東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜

市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、

大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市 

左記以外のすべて 
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２．消費税等仕入控除税額について 

税制上、補助金は消費税の課税対象となる売上収入ではなく、特定収入となるた

め、事業者に消費税を含む補助金が交付された場合、補助金として受けた消費税

も事業者の売上げにともなう預かり消費税の対象にはなりません。 

補助事業に係る課税仕入れにともない、還付金が発生することとなるため、この

還付と補助金交付が二重にならないよう、原則として予め補助対象経費から消費税

額を減額しておくこととします。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障をきたす恐れが

あるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

② 免税事業者である補助事業者 

③ 簡易課税事業者である補助事業者 

④ ２割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措

置)事業者である補助事業者 

・（様式２）経営計画書（支出経費の明細等）の「税抜・税込」の選択区分 

・（様式４）補助金交付申請書（６．消費税の適用に関する事項） に記載の区分に

は、以下を確認の上、いずれかに必ず○を付けてください。 

事業者の区分 課税事業者 免税・簡易課税・２割特例事業者 

補助対象経費の記載 「税抜」に○ 「税込」に○が可能 

 

３．中小企業の会計に関する基本要領等について 

中小企業の会計に関する基本要領（中小会計要領）は、中小企業の多様な実態に

配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、

参照するための会計処理や注記等を示したものです。 

また、中小企業の会計に関する指針（中小指針）は、会計専門家が役員に入って

いる会計参与設置会社が拠ることが適当とされているように、一定の水準を保った

会計処理を示したものです。 

※詳細については、中小企業庁ホームページを参照ください。 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm 

 

４．地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ：リーサス）について 

地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ：リーサス）は、地方創生の様々な取組を情

報面から支援するために、経済産業省と内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事

務局）が提供しています。自治体職員の方や、地域の活性化に関心を持つ様々な分

野の方によって、効果的な施策の立案・実行・検証のためなどに広く利用されていま

す。経営計画の作成時などに、適宜ご活用ください。 

※詳細については、政府の専用ホームページをご参照ください。 

https://resas.go.jp/ 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm
https://resas.go.jp/
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５．収益納付について 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業

（補助金の交付を受けて行う事業）の結果により収益（収入から経費を引いた額）

が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部又は全部に相当する額

を国庫へ返納していただく場合があります（これを「収益納付」と言います）。 

本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付

時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。 

なお、ここで言う「補助金により直接生じた収益」とは、以下のようなケースを想

定しています。 

＜補助金により直接収益が生じる（⇒交付すべき補助金から減額する）ケースの例＞ 

（１）補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供によ

る利益（機械装置等費等が補助対象の場合） 

（２）補助金を使って構築した自社のネットショップ（買い物カゴ、決済機能の

付加）の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモ

ールでの販売による利益（広報費が補助対象の場合） 

（３）補助金を使って実施又は参加する展示販売会での販売による利益（展示会

等出展費等が補助対象の場合） 

（４）補助金を使って開発した商品の販売による利益（開発費等が補助対象の

場合） 

（５）販売促進のための商品ＰＲセミナーを有料で開催する場合に、参加者から

徴収する参加費収入（借料等が補助対象の場合） 

（６）補助金で車両を購入し、移動販売事業等での販売・サービス提供による利

益（車両購入費が補助対象の場合） 

 

上記にあるケースのような補助事業を行う場合は、「（様式４）補助金交付申請

書」にある「５．補助事業に関して生ずる収入金に関する事項」は「あり」と回答の

上、収入金に関する事項として「参加者から徴収する参加費収入」、「展示販売会で

の販売による利益」等と簡潔にご記載ください。 

なお、「商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラ

シの作成や配布」、「ホームページの作成・改良（ネットショップ構築を除く）」、「広

告の掲載」、「店舗改装」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここ

でいう「補助金により直接生じた収益」には該当しないと考えます。 

また、「設備処分費」の支出は、廃棄又は所有者への返還を前提とした経費支出の

ため、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。 

 

６．中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー  

補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出

時等に提供いただいた情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、

効果的な政策立案や経営支援等（申請者への各種情報提供、支援機関による個社情
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報閲覧等）のために、行政機関（中小企業庁・経済産業省）やその業務委託先、独

立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機

関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供される場

合がございます。 本申請を行うことにより、本データ利用に同意したものとみな

します。詳細は、以下の中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーをご参照くださ

い。 

 

中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー 

 

補助金・行政手続（※）・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事

業報告提出時等に提供いただいた情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに

則り、効果的な政策立案や経営支援等（申請者への各種情報提供、支援機関による個社

情報閲覧等）のために、経済産業省、中小企業庁及びその業務委託先、独立行政法人、大

学その他の研究機関・施設等機関（政策の効果検証（EBPM）目的のみの利活用や守秘

義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者であって、ミラサポplus上で別に定め

る利活用目的、主な研究実績、情報管理体制等の基準に照らし中小企業庁が基準に合致

すると認めたものに限る）に提供・利活用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対

して申請者の承認があれば支援機関にも提供される場合があります。 

上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用に同意したものと

みなします。ただし、行政手続については、データ利活用につき個別に同意いただいた場

合に限るものとし、申請時に添付するチェックシートにて同意の可否を選択いただきます。 

（※）「行政手続」とは、中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）に基づく経営力向

上計画の申請、事業継続力強化計画の申請、経営革新計画の申請を指します。 

なお、申請は新規・変更の両方を含みます。また、経営力向上計画の申請は、経済

産業省（経済産業部局）宛のみの申請に限ります。 

 
○補助金・行政手続・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出

時等に提供いただいた情報（提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます）

は、データの区分に従い、効果的な政策立案や経営支援等のために、以下【利活用目的・デー

タ区分・データ提供先】の表に定める利活用目的で利活用され、提供先に提供（提供を受けた

中小企業庁又はその業務委託先からさらに第三者に提供される場合も含みます。以下同じで

す）される場合があります（以下「本データ利活用」といいます）。 

〇申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた情報は、法令等により認められる

場合を除き、以下【利活用目的・データ区分・データ提供先】の表に定める利活用目的以

外の目的に利活用されることはなく、また、提供先以外に提供されることはありません。 

    なお、申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた情報については、中小企業庁

の判断により提供されない場合や提供先を制限する場合があります。 

〇支援機関情報、支援情報、その他の第三者に関する情報が含まれる情報（以下「支援機関等

情報」といいます）について、以下【利活用目的・データ区分・データ提供先】の表に定める利

活用目的に利活用され、提供先に提供される場合があることについて、申請者は、支援機関

等情報について権限を有する者から事前に承諾を得るものとします。 

〇申請・利用・報告等を行うことにより、本データ利活用に同意し、申請等に当たり提供いただい

た情報を包括的に本データ利活用に供することに同意したものとみなします。ただし、行政手

続については、本データ利活用につき個別に同意いただいた場合に限るものとし、申請時に

添付するチェックシートにて同意の可否を選択いただきます。 

〇なお、今後、ミラサポ plus（https://mirasapo-plus.go.jp/）の事業者向けデータ利活用

許諾管理機能（データ利活用の範囲について個別の設定を可能とする機能）により本データ
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利活用への同意の範囲について変更することが可能になる予定です。本データ利活用のうち

申請時の提供情報の中小企業庁及びその業務委託先以外の提供先への提供については、ミ

ラサポ plus の事業者向けデータ利活用許諾管理機能が実装されて以降、実施するものとし

ます。 

〇申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた情報を以下【利活用目的・データ区分・

データ提供先】の表に定める提供先に提供する場合、提供先に対し、提供を受けた情報につ

いて適切な管理及び取扱いを行うことを義務付けることとしています。特に、政策の効果検証

（EBPM）の実施において、大学その他の研究機関・施設等機関に所属する研究者について

は、EBPM 目的（研究活動だけでなく学術論文の作成・発表までを含みます）のみの利活用

や守秘義務等の遵守に係る誓約書をあらかじめ中小企業庁と取り交わした機関に所属する

研究者であって、ミラサポplus上で別に定める利活用目的、主な研究実績、情報管理体制等

の基準に照らし中小企業庁が基準に合致すると認めたものに限り、提供することとしています。

さらに、支援機関に個社名（個人の場合は当該個人の氏名）つきの詳細な情報を提供する場

合はミラサポ plus 上で申請者に対し個別に同意を取得することとします。 

〇支援機関からのデータ開示依頼への承認や事業者向けデータ利活用許諾管理機能の利用に

当たっては、ミラサポ plus への G ビズ ID を用いた会員登録が必要となります。 

また、中小企業庁等からの申請者への各種情報提供や支援機関からのデータ開示依頼に当

たって、申請時に登録いただいたメールアドレスにメールをさせていただく可能性があります

のでご留意ください。 

○補助金につき採択となった案件については、法人番号、法人名、都道府県、市区町村、事業計

画名、補助金名、申請年度、申請応募回、採択、支援機関名等を中小企業庁ホームページ、ミ

ラサポ plus、その他中小企業庁が運営するウェブサイト等で公表する場合があります。また、

行政保有データのオープンデータ化推進の観点から、行政手続の申請等に当たって提供いた

だいた情報については、申請時に添付するチェックシートにて同意した場合には、gBizINFO

（ 経済 産業省 が運 営す る 政 府保有の 法人情 報の オー プ ン デ ータ 化サ イ ト 、

https://info.gbiz.go.jp/）において、認定等の事実、認定日等を公表する場合があります。 

〇本データ利活用に関するお問合せは、以下の宛先までお願いいたします。 

 

【中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー窓口】 

info@mirasapo-connect.go.jp 

 

 

  

mailto:info@mirasapo-connect.go.jp
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【利活用目的・データ区分・データ提供先】 

利活用目的 

データの区分 提供先 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 

申
請
者
の
識
別
・
属
性
情
報 

共
同
申
請
者
情
報 

事
業
・
営
業
情
報 

承
継
情
報 

担
当
者
情
報 

財
務
情
報 

事
業
計
画 

申
請
事
業
内
容 

審
査
情
報 

制
度
活
用
情
報 

課
題
に
係
る
情
報 

支
援
機
関
情
報 

支
援
情
報 

経
済
産
業
省
｟
中
小
企
業
庁
を
除
く
外
局
を
含
む
｠ 

中
小
企
業
庁
及
び
業
務
委
託
先 

独
立
行
政
法
人
｟
※
１
｠ 

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
・施
設
等
機
関
｟
※
２
｠に
所
属
す
る
研
究
者 

支
援
機
関
｟
※
３
｠ 

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
｟
※
４
｠ 

申
請
者
本
人 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・gB

iz
IN

F
O

 

政策の効果検証（EBPM）

の実施（※５） 
〇     〇   

 

〇 

 

〇    〇 〇 〇 〇     

効果的な政策立案や経営

支援、業務効率化等のため

の行政機関内での情報共

有 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇       

申請者本人による過去の

申請情報等の一括した保

存・閲覧 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇       〇  

将来的な申請の円滑化に

向けた申請情報の活用（ワ

ンスオンリー等） 
〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇  〇    〇 〇 〇    

 
 

中小企業・小規模事業者に

対する経営支援情報（補助

金や支援者等）の紹介 
〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇  〇 〇 〇  〇  

 
 

経営相談に際する支援者

による中小企業・小規模事

業者の情報の閲覧 
〇 〇 〇   〇 〇 〇  〇 〇 〇    〇  〇  

 
 

支援機関の支援実績や専

門知見等の見える化 
〇 〇    〇      〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 

 
 

事業者・支援機関への支援

者情報の提供・マッチング 
           〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 

 
 

政府保有情報のオープンデ

ータ化（※６） 
○       〇  ○  ○        

 
〇 

 

（※１）「独立行政法人」とは、利活用目的等に照らし中小企業庁が認めた独立行政法人を指しま

す。 
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（※２）「大学その他の研究機関・施設等機関」とは、ミラサポplus上で別に定める利活用目的、主な

研究実績、情報管理体制等の基準に照らし中小企業庁が基準に合致すると認めた大学そ

の他の研究機関及び施設等機関を指します。なお、利活用可能なデータは、下掲（※５）のと

おりとします。 

（※３）「支援機関」とは、以下のとおりです。なお、ミラサポplus上で支援機関からのデータ開示依

頼に対して申請者の承認が得られた場合に限り、当該申請者の個社名（個人の場合は当該

個人の氏名）つきの詳細な情報が利活用可能となります。 

 特殊法人（株式会社日本政策金融公庫等） 

  特別法人及び特別法人に所属する組織（日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中

小企業団体中央会及び各単会等） 

 中小企業庁の設置する各種相談窓口（よろず支援拠点等） 

 中小企業庁所管法律に定められる中小企業支援者（認定経営革新等支援機関等） 

 中小企業庁の所管する事業における中小企業支援者（中小企業１１９の専門家・地域プラ

ットフォーム等） 

（※４）「中小企業・小規模事業者等」への提供データは、採択発表時の公表情報とします。 

 法人名・都道府県・市区町村 

 事業計画名 

 補助金名・申請年度・申請応募回、採択 

 支援機関名  等 

（※５）「政策の効果検証（EBPM）の実施」に係る誓約書を取り交わした研究者等に提供するデー

タは、以下のとおりとします。 

 法人：法人番号 

 個人事業主：企業名、住所、代表者名、電話番号 

 従業員数、資本金、事業所数、設立年（個人事業主は創業年）、都道府県 、業種 （主な業

種、日本標準産業分類の中分類） 

 売上高、 経常利益 、付加価値額（粗利、減価償却費） 

 審査結果（採択/不採択）、審査点 

 補助金名、申請年度、事業実施年度、応募回 

（※６）ホームページ（中小企業庁ホームページ、ミラサポplus、その他中小企業庁が運営するウェ

ブサイト等）・gBizINFOにおいて、以下の項目を公表する場合があります。 

・ 【補助金で採択となった案件】法人番号、法人名、都道府県、市区町村、事業計画名、補助

金名、申請年度、申請応募回、採択、支援機関名等 

・ 【行政手続で認定等となった案件】認定等の事実、認定日等 
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なお、上記のデータ区分は、以下のとおりです。 

No. データ区分 定義 具体例 

1 申請者の識別・

属性情報 

申請者を特定し、又は申請者に到達するこ

とが可能な情報及び法人の規模や体制を示

す情報 

GビズID 

申請者名（法人名／屋号等を含む） 

本店住所・代表電話番号 

代表者名 

従業員数、事業所数、設立年（個人事業主は

創業年）、都道府県、市区町村、業種（主な業

種、日本標準産業分類の中分類） 等 

2 共同申請者情報 補助金等の事業に申請するに当たり、申請

者が提携する法人及び所属する組織の情報 

連携先情報 

加入組織情報  等 

3 事業・営業情報 申請者の事業概要及び特許情報、取引情報

等、事業活動において有用となる技術上又は

営業上の情報（営業秘密となる情報を含む） 

事業内容 

特許情報 

販売先／仕入れ先 

株主・出資者  等 

4 承継情報 申請者の事業を承継した（承継する予定の）

法人等に係る情報又は申請者に事業を承継

させた（承継させる予定の）法人等に係る情

報 

事業承継形態・事業承継状況 

承継者・被承継者の要件 

承継者・被承継者の基本情報  等 

5 担当者情報 申請者において、補助金の申請を担当して

いる部門名及び従業員の氏名並びにその連

絡先 

申請担当者名 

申請担当者の所属部署 

申請担当者の連絡先 等 

6 財務情報 申請者の確定申告及び財務三表（貸借対照

表、損益計算書及びキャッシュフロー計算

書）に記載されている情報及びそれらの情報

から算出された経営・財務指標 

確定申告書等に記載されている情報 

貸借対照表に記載されている情報 

損益計算書に記載されている情報 

各種利益率 

ローカルベンチマーク  等 

7 事業計画 申請者の中期経営計画及び補助金等の申

請をした事業に係る計画の内容 

中期経営計画 

その他事業計画  等 

8 申請事業内容 申請者が補助金等を申請する事業の概要

並びに補助金交付金額及び費用などの情報 

申請事業名・概要 

補助金交付情報  等 

9 審査情報 申請に対して審査員等が審査をした際の情

報 

審査点  等 

10 制度活用情報 過去に認定・承認を受けた補助金・行政手

続の情報又は申請中の補助金・行政手続の

情報 

補助金交付の履歴 

行政手続の履歴（認定等の事実､認定日等） 

申請年度・事業実施年度、申請応募回 等 

11 課題に係る情報 申請者が抱える課題等、申請者から支援者

又は支援機関が収集した情報 

事業者が抱える課題 

支援機関への相談内容  等 

12 支援機関情報 支援機関として登録している情報 認定支援機関ID 

認定支援機関名 

認定支援機関のサービス内容 

認定支援機関の資格保有内容  等 

13 支援情報 申請者が支援機関から受けた支援に関わる

内容 

支援内容  等 

 

中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーは、中小企業庁のホームページにも掲載しています。 

【中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー】 

https://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/data_policy/ 
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Ⅴ.事業のスキーム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各商工会地域のお問合せ先 

巻末一覧をご確認ください。 
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小規模事業者持続化補助金「災害支援枠（令和６年能登半島地震）」 

補助金地方事務局一覧 

 

 

～申請書類一式の郵送による提出先・お問い合わせ先～ 
   

 

 

 

事業再建を行う事業所（店舗・工場・事務所等）の地区が商工会の管轄地域か商工会議所の

管轄地域かご確認の上、商工会地区の方は、以下の地方事務局（商工会地区）に、お問い合わ

せ・ご提出ください。 

 

 

商工会の管轄地域（商工会地区）で事業を営んでいる方 
 

補 
助 
金 
地 
方 
事 
務 
局 

県名 地方事務局名 〒 住       所  電話番号 ＦＡＸ番号 

石 川 石川県商工会連合会 
９２０－８２０３  金沢市鞍月 2-20 石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ新館 3 階   076-204-6755 076-268-9933 

富 山 富山県商工会連合会 
９３０－０８５５  富山市赤江町 1-7   富山県中小企業研修ｾﾝﾀｰ  076-441-2716 076-433-8031 

福 井 福井県商工会連合会 
９１０－０００４  福井市宝永 4-9-14  福井県商工会連合会館２階  0776-23-3659 0776-25-2157 

新 潟 新潟県商工会連合会 
９５０－０９６５  新潟市中央区新光町 7-2 新潟県商工会館 2 階  025-283-1311 025-285-1252 

 

 

◇問い合わせの対応時間は、9：00～12：00 13：00～17：00（土日祝日、年末年始除く） 

となります。 

 
 
 

※商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については、別途、商工会議

所地区小規模事業者持続化補助金事務局（運営：日本経営データ・センター）が作

成・公表する公募要領をご覧のうえ、商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務

局に申請してください。 

 

https://shoko.or.jp/
https://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/jizokuka_top.page
https://www.shokokai-fukui.or.jp/jizokukahojokin
https://www.shinsyoren.or.jp/home/100_keieisoudan/jizokukahojokin
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